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育園に入所したが同学年の児童が他にいないこと、本件改正条例に基づき段階的

募集停止が継続していること、本件2園に本件原告らの子らが入所していること

は認めるが、その余の主張は否認ないし争う。

被告 は前訴判決に従って対応しており 、本件原告らの保育所選択権・平等利用

権等なるものを侵害などしていない。

なお、本件に係る詳細な事実経過、被告の 対応については後述するとおりであ

る。

2 「第 2 当事者」について

(1 ) 「1 原告 」について

ア 「(1) 原告●●●● 、同●●●●」について

原告●●●●と同●●●●（以下両名を「原告●●」という。）が、さく

ら保育園4歳児クラスに在籍（令和3年4月入所）する●●●●の父母であ

ることは認めるが、その余は不知。

なお、令和7年4月から保育施設等を利用するための 一次募集の締切

は、令和6年11月7日までであったが（乙第1号証・11頁）、原告●●

は、●●●●に係る令和7年4月から保育施設等を利用するために必要な教

育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申請書の提出など行っていない。

イ 「（2) 原告●●●●」について

原告●●●●（以下「原告●●」という。）が、くりのみ保育園4歳児ク

ラスに在籍（令和3年4月入所）する●●●●の母であることは認めるが、

その余は不知。

なお、令和7年4月から保育施設等を利用するための 一次幕集の締切

は、令和6年11月7日までであったが（乙第1号証・11頁）、原告●●

は、●●●●に係る令和7年4月から保育施設等を利用するために必要な教

育・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申請書の提出など行っていない。

ウ 「(3) 原告●●●●、同●●●●」について
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原告●●●●と同●●●●（以下両名を「原告●●」という。）が、 くりの

み保育園2歳児クラスに在籍（令和4年1 2月入所）する●●●●の父母で

あることは認めるが、 その余は不知。

なお、 令和8年4月から保育施設等を利用するための募集事務はいまだ開

始されてもいない。 例年は前年の1 0月に開始する。

工 「(4) 原告●●●●、 同●●●●」について

原告●●●●と同●●●●（以下両名を「原告●●」という。）が、 くりの

み保育園2歳児クラスに在籍（令和5年4月入所）する●●●●の父母で

あることは認めるが、 その余は不知。

なお、 令和8年4月から保育施設等を利用するための募集事務はいまだ開

始されてもいない。 例年は前年の1 0月に開始する。

オ 「(5) 原告●●●●、 同●●●●」について

原告●●●●と同芹●●●●（以下両名を「原告●●」という。）が、 くり

のみ保育園2歳児クラスに在籍（令和5年4月入所）する●●●●の父母

であることは認める。

カ 一「(6) 原告●●●●、 同●●●●」について

一原告●●●●と同●●●●（以下両名を「原告●●」という。）が、 くりの

み保育園2歳児クラスに在籍（令和4年4月入所）する●●の父母であ

ることは認める。

(2) 「2 被告」について

認める。

3 「第3 前提の経過」について

(1) 「1 前市長による公立保育園の廃園条例の専決処分」について

ア 「(1)」について

認める。

イ 「(2)」及び「(3)」について
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同様である（児福法3 5条11項）ところ、 被告は本件改正条例に基づき段

階的募集停止を継続しているのであり、 前訴判決が被告において募集再開を

義務付けるものともいえないのであるから、 原告らの平等利用権の侵害など

はない。

ウ 「(3) 適切な環境での保育を受けさせる権利の侵害」 について

厚生労働省が平成2 9年3月3 1日に改正した保育所保育指針（現在は「こ

ども家庭庁」が所管している。）（乙第8号証）において、 「人との関わりの中

で、人に対する愛情と信頼感、そして人権を大切にする心を育てるとともに、

自主、自立及び協調の態度を養い、道徳性の芽生えを培うこと。」との記載が

あることは認めるが、 これを実現するために異年齢保育を実施することとさ

れているとすることは否認する。

その余の主張は否認ないし争う。

同指針に異年齢保育の実施を義務付ける記載などなく、 被告の対応が同指 

針に明白に反する事態などない。 現に異年齢保育を実施していない保育所も

存在する。

また、 原告●●及び原告●●の子らは卒園まで異年齢保育を受け続けられ 

るし、 その他の子らも卒園までの1年だけ異年齢保育を受けられないという 

ことに留まるのである。 なお、 原告●●、 原告●●、 原告●●及び原告●●の

子らは、 後述するとおり、 被告が段階的募集停止を公表してからくりのみ保

育園に入所したのであり、 そのうち原告●●、 原告●●及び原告●●の子ら

は本件改正条例の制定後にくりのみ保育園に入所しているのであって、 これ

らの事情を知りながらあえて自らこれを選択したのである。

(3) 「被告の故意・過失」について

ア 「(1) 侵害行為①（本件専決処分）について」について

否認ないし争う。

前訴において前市長の過失が認められたからといって、 本件事件において
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も前市長に直ちに過失が認められるものではない。

仮に本件専決に瑕疵があったとしても、これまでの司法判断や地自法の解

説書から容易にその要件を欠くことについて認識などできるものではない。

イ 「（2) 侵害行為② （前訴判決確定後速やかに募集を再開しない不作為につ

いて）」について

否認ないし争う。

前訴判決確定後に本件2園の募集を再開しないことをもって作為義務違反

ないし拘束力違反などにはあたらないし、 学者専門家による法律意見書に従

わなかったからといって被告の過失となるものでもない。

(4) 「原告らが被った損害 （精神的苦痛）」について

否認ないし争う。

保育施設等に既に入所中の児童の「きょうだい」 が当該保育施設等の入所

を希望した場合に必ず入所できることを保証する定めは存在しないのであり、 

「きょうだい」につき別々の保育施設等を利用せざるを得ない事態は、 複数人

の児童の保護者一般に生じ得るものである。 なお、 原告●●及び原告●●の主

張によれば、 同原告らの子らには「きょうだい」がいない。

また、 異年齢保育の実施を義務付ける法令の定めはないし、 公の施設は廃

止できるのであり（地自法244条の2)、保育所についても同様である（児

福法3 5条11項）。

そして、 「新たな保育業務の総合的な見直し方針」（乙第9号証） に、 本件

2園における児童数減少への対応策として、 子どもへの負担も十分配慮しな

がら、 小金井市区域内の他の保育園や近隣小学校との交流及び園庭を活用し

た地域交流を行うこととされており、 既存の交流が全く絶たれるものでもな

v ヽ 。

5 「第5 結語」について

争う。
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けではないし、 被告においても、 同 一の保育所に入所させなければならない

義務があるわけでもない。 したがって、現に本件2園で保育を受けている「き

ようだい」が在籍していることをもって、 当該児童の 「きょうだい」 が本件

2園における保育を期待し得る法的地位を有しているということはできない。

加えて、 令和4年4月から本件2園の段階的募集停止をする 「方針案 （当

初版）」を令和3年8月に小金井市ホ ー ムペー ジで周知しているし （乙第40

号証）、「方針案（令和3年10月版）」を令和3年10月から11月にかけて

市民説明会を3回開催し市民に対して周知もしているから （乙第10号証）、

原告らは、 本件2園が段階的に募集を縮小する方針であることは従前から知

ることができたのである。 また、 原告●●は令和3年10月、 原告●●には

令和4年6月に、 教育 ・保育給付認定申請書兼保育施設等利用申請書を提出

した際の案内として、 「市では市内公立保育園の今後の運営について、 「新た

な保育業務の総合的な見直し方針（案）」を策定し、段階的縮小を検討してい

ます。詳細は市ホ ー ムペー ジをご覧ください。」と通知しているのであるし（乙

第41号証の1及び2)、原告●●及び原告●●に至っては、令和5年4月入

所に係る令和5年度保育施設等入所案内（乙第42号証・23頁） に「くり

のみ保育園及びさくら保育園は、 令和5年4月から0歳児クラスの定員を0

人とし、 その後段階的に定員を縮小し、 令和9年度末（令和10年3月31 

日） をもって段階的縮小を完了（廃園 ） するこことなりました。」と記されて

いるのであるから、 原告らは十分に本件2園が段階的に縮小されるという事

情をうかがうことができたのである。 つまり、 原告らは本件2園が段階的に

縮小されることを知りながらも、 自ら本件2園に入園することを選択してい

るのであるから、 原告らの保育所選択権など侵害されてもいない。

(2) 原告らは、 違法な侵害行為の第1としては本件専決であると主張するが、

原告ら及びその子らについては上述のとおり、 そもそも本件2園において保

育を受ける法的地位がないあるいは奪われるものではないのであって、 本件
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また、 市町村が保育所を設置するには都道府県知事への届出を要するとされ

（児福法35条3項）、他方、それ以外の者は都道府県知事の認可を得て保育

所を設置することができ（児福法3 5条4項）、その認可にあたっては、 児福

法4 5条1項の条例で定める基準に適合するかどうかが審査されることにな

る （児福法4 5条5項）。

このように現に設置されているいわゆる民間保育園は、 いわゆる公立保育

園と同様に児福法等が定める基準を遵守することが求められ、 これを都道府

県知事が担保する施設であり、 公立保育園と同様に、 保育を必要とする児童

が適切な保育を受けるに当たって十分な施設なのである。

・ したがって、 公立保育園、 民間保育園にかかわらず、 本件2園以外におい

ても保育を必要とする児童が適切な保育を受けることができるのである。

(2) 原告らは、 原告●●等については、 いずれも第一子はくりのみ保育園の2

歳児クラスに在籍しており、 令和5年度と令和6年度に0歳児の募集がなか

ったために、 自分たちよりも年少の児童がいない状態が続いており、 卒園ま

で継続して年少児との交流の機会がないこととなり、厚生労働省の定める「保

育所指針」の異年齢保育を実施することに反すると主張する。

しかしながら、 厚生労働省が平成2 9年3月31日に改正した保育所保育

指針 （現在は 「こども家庭庁」が所管している。） （乙第8号証）における異

年齢保育に係る記述では、 保育の指導計画の作成に当たっての留意事項の一

っとして、 「異年齢で構成される組やグルー プでの保育においては、一人一人

の子どもの生活や経験、 発達過程などを把握し、 適切な援助や環境構成がで

きるよう配慮すること。」(1 0頁） とするのみである。 すなわち、 保育所保

育指針は、 異年齢保育を実施することを選択するのであれば、 その留意する

事項を述べるにすぎないのであって、 異年齢保育の機会を確保することを必

須とすることや義務付けるなどしておらず （そもそも保育に係る法令におい

ても異年齢保育に係る規定は見当たらない。）、 異年齢保育を通じた貴重な成
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長の機会を蒋われているなどとする原告らの主張は、 その前提を欠くのであ

る。

事実、 令和7年度保育施設等入所案内において、 異年齢保育を実施してい

ない保育園が4園（駅前コスモ保育園、 二十コスモ保育園、 アンジェリカ東

小金井保育園、 小金井保育園(5園ある公立保育園のうちの1園である。））

存在するのであって、 異年齢保育の機会を確保することを必須とすることや

義務付けるなどなっていない（乙第1号証、 49、 6 2、 6 3、 6 5頁）。 仮

に原告らの主張が正解するならば、 これらの保育園は保育所保育指針に違反

する状態となってしまう。

一それを措くとしても、 本件2園は3歳児から5歳児までが つのクラスで

あり異年齢保育となるが、 原告●●の子、●●及び原告●●の子、 ●●は

現在4歳児クラスであるところ、 現在のクラスには3歳児及び5歳児がお

り、5歳児となる際はクラスに4歳児及び3歳児がいるのであって、 ●●及

び●●は常に異年齢保育を受けられるのである。 そして、 原告●●の子、●

●、原告●●の子、●●、原告●●の子、●●、

一原告●●の子、 ●●は現在2歳児クラスであるところ、 3歳児となる際はク

ラスに4歳児及び5歳児がおり、 4歳児となる際はクラスに3歳児はいない

が5歳児がおり、 5歳児となる場合のみ同学年の保育の実施となり、 異年

齢保育が受けられないのは将来の2年2か月先の5歳児となった場合の1年

のみであって、 それ以外は異年齢保育が受けられるのである。

なお、原告らの主張が、原告らの子らに係る異年齢保育をいうのではなく、

市内の児童全般に係る異年齢保育をいうのであれば、 それは原告ら及びその

子らという特定個人の権利や利益、 それらの侵害に対する主張ではなく、 一

般的、 抽象的な規範を定立する立法作用の性質を持つ本件改正条例の制定に

対する政治的、 政策的な批判をするにすぎないのであって、 この点によって

被告が原告らに対して権利侵害（違法性） をしたことにはならない。

- 24 -











保育環境を享受できないことへの不安、 望ましくない保育環境の不安等を損

害と主張するが、 その主張するところは結局「不安」であって具体的なもの

ではなく、 そもそも特定の保育所で保育を受けることを期待し得る法的地位

は、 当該保育所で現に保育を受けている児童及びその保護者に限られるので

あり、 原告らの主張する当該子らは本件2園で現に保育を受けてはいないの

であって、 原告らが本件2園への入園を希望していたからといって、 それは

事実上の希望であって、希望どおりにならず、精神的苦痛が生じたとしても、

それは被告が賠伯すべき損害とはいえない。

(2) 原告らが主張する「両親の就労に対する影響への不安」については次のと

おりである。

まず、 原告●●及び原告●●には、 きょうだいが存在しないため、 こ

のような損害はそもそも発生しない。

そして、 児福法、 子ども・子育て支援法、 これらを受けた本件規則（乙第

3 9号証） において、 保育施設等に既に入所中の児童の「きょうだい」が当

該保育施設等の入所を希望した場合に必ず入所できることを保証する定めは

存在しないのである。 児福法24条3項に定める利用調整について、 本件規 

則3条2項及び3項においては、 別表に定める保育の実施基準指数及び調整

指数の合計により算定した入所指数の高いものから選考の上、 順次実施する

とし、 この入所指数が同 一の場合は、 別表に定める優先項目における順位の

高い者を優先させるとしているところ、 この優先項目の一つとして「きょう

だいが在籍している特定保育施設又は特定地域型保育事業の利用を申請した

場合」が別表に定められているにすぎない。 つまりは、 保育施設等に既に入

所中の児童の「きょうだい」が当該保育施設等の入所を希望した場合に必ず

入所できることを保証するものではない。「きょうだい」につき別々の保育施

設等を利用せざるを得ない事態は、 複数人の児童の保護者一般に生じ得るも

のである（乙第4 6号証）。
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このため、第1子と第2子につき別の保育施設を利用することや、第1子

を転園させること等の種々の環境調整の必要が生じ、これに伴い、経済的、

心理的又は物理的な負担が一 定程度生ずる可能性はあるとしても、現下の社

会経済情勢に鑑みれば、このような負担は一般的にもなお広く生じ得る性質

のものであるといわざるを得ないのである（乙第24号証）。

そして、執行停止申立事件に係る抗告事件の決定においても、「子らが別々

の保育園に通園すれば、子らが二人とも本件保育園に通園する場合よりも通

園時間が長くなることが推認され、そのことにより抗告人及びその夫の負担

が増加することは一 定程度理解できることろである。しかし、抗告人の生活

圏には本件保育園の他にも相当数の保育施設があること、子らが別々の保育

園に通園することにより送り迎えに要する時間が長くなる場合には、抗告人

が現在の職場に事情を説明して就労時間の調整について協力を要請すること

などの方策を講じることが考えられることに照らすと、抗告人及びその夫の

育児に関する負担や経済的負担が増加することは否めないとしても、その負

担の程度が、乳幼児の子らを育てる共働きの夫婦に通常生じる負担を大きく

超えるものであるとも考え難い」と判示するところである（乙第2 9号証）。

このように、両親の就労に対する影響への不安が発生したとしても、それ

は被告が賠償すべき損害とはいえない。

(3) 原告らが主張する「兄弟姉妹で同 一の恵まれた保育環境を享受できないこ

とへの不安」については、次のとおりである。

まず、原告●●及び原告●●には、きょうだいが存在しないため、この

ような損害はそもそも発生しない。

その余の原告らについても、前記(2)で述べたとおり、保育施設等に既に入

所中の児童の「きょうだい」が当該保育施設等の入所を希望した場合に必ず

入所できることを保証されているものではないから、兄弟姉妹が同 一の保育

園に入所できないことをもって、被告が賠償すべき損害が発生しているとは
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ついての過失などもない。

第5 結語

以上のとおり、 被告が原告らに対して国家賠償法上の賠伯の責めに任ずる理

由はないのであるから、 本件各請求は速やかに棄却されるべきである。

以 上
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